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第１２号様式 
 
 

作 業 所 作 業 協 定 書 

 

 

この作業所で作業を行う工事関係者及びその作業員は、この作業所の安全衛生協議会

（災害防止協議会）で協定したこの作業協定書に従って、就業しなくてはならない。 

 

 

作 業 時 間 

 

 

１．始業及び終業の時刻並びに休憩の時間は、作業所の規定による。 

  但し、作業の都合により、作業時間を変更して作業する工事関係者は事前に作業 

所長に届け出て、その許可を受けなければならない。 

 

２．休日は作業所の規定による。 

  なお、工事関係者の都合で休日等に作業するときは、事前に作業所長に届け出て、 

  その許可を受けなければならない。 

 

 

服 務 規 程 

 

 

３．下記の各号の一に該当するものは、作業所に入ることを禁じ、又は退場させるこ 

  とがある。 

  （１）酒気を帯びている者。 

  （２）作業所の秩序並びに風紀をみだし又はみだすおそれがある者。 

  （３）危険物を所持する者。 

  （４）工事関係者又はその作業者に暴行を加え又はその業務を妨げるもの。 

 

 

安 全 及 び 衛 生 

 

 

４．作業所長の指示に従い労働安全衛生法を守り、安全施設を活用し、災害の発生を 

未然に防止するよう努めなくてはならない。 



 

５．作業所内では特に次の事項を厳守すること。 

  （１）保護帽を着用すること。 

  （２）喫煙は指定された場所で行うこと。 

  （３）指定された通路以外は通行せず、危険な区域に立ち入らないこと。 

  （４）保護具、安全帯等は、必要に応じて使用すること。 

  （５）みだりに機械、原動機又は電気スイッチに触れないこと。 

  （６）高所から材料その他を投下してはならない。 

 

 

清 掃 及 び 整 理 整 頓 

 

 

６．工事関係者及びその作業員は、常に作業所内の整理整頓、廃棄物の処理並びに清 

掃に注意を払い、共同して快適な作業環境の保持に努めなければならない。 

 

７．作業所内では次の清掃処理事項を守らなくてはならない。 

  （１）搬入された資材等は所定の場所に整理整頓のうえ、安全に留意して置くこ 

と。 

（２）工事関係者は自己発生の廃棄物又は残材を必ず自己の責任で場外に搬出処 

     理すること。 

  （３）前号以外の塵芥などは、指定された集積場にとりまとめて整理すること。 

  （４）工事関係者は自己の仕事が完了したときは、作業所長の清掃結果の点検を 

受けること。 

  （５）安全衛生協議会（災害防止協議会）で定めた清掃日には、必ず全員で整理 

清掃を実施すること。 

 

 

火 災 予 防 、非 常 措 置 

 

 

８．火災その他（土砂崩壊、出水若しくは雪崩等）非常の災害が発生する危険がある 

ことを知ったとき、又は以上を認めたときは直ちに臨機の処置を取るとともに、 

直ちに作業所長に報告しなくてはならない。 

 

９．非常災害が発生したときは互いに協力し、作業所長の指示に従い、その被害を最 

小限度にとどめるとともに、速やかに安全な場所に避難するものとする。 

 

10．喫煙等は、定められた場所以外で、これを行ってはならない。 

 



 

 

11．火気を使用する場合又は火気の発生するおそれのあるものを使用するときは、予 

めその旨を作業所長に届け出て、消火器の設置等予防の措置、養生施設を行った 

うえ、作業を行わなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

住 所 

 

 

会社名 

 

 

代表者              ㊞ 

 

 

 

 

 

 

 

                殿 

書き込みができませんの

でゴム印、手書き等で記

入してください 

工事名記入 


